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新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が減少している全産

業（第一次～第三次産業）の中小法人及び個人事業者などの経営安定化を

図るため、事業活動に必要な店舗･事務所等の家賃を支援します。 

つきましては、以下の内容をご確認いただき、該当される場合は、申請

書を提出されますようお知らせいたします。 
 

1 支 給 要 件        

 

 
 

要件 備考 

1） 令和 3 年 1 月～3 月の任意
のひと月の事業収入が前年  
同月比で 30％以上減少 

〇 事業収入の30％以上減少は、原則「直近の事業年度

の申告書」と「影響月の売上帳簿」との比較です。 
 
〇 直近の事業年度の申告書が、既に新型コロナウイル

ス感染症の影響を受け、事業収入の「30%以上減少」や

｢年間120万円以上｣の適切な判断ができない場合は、

前々年度の申告書との比較も可能です。 
 

〇 新規創業特例  
・30％以上減少比較 ‥ 事業収入の前年同月が創業前

の場合(比較対象がない)、申告書の事業収入を創業 

月数で割った平均月額との比較も可能です。 
 
・年間120万円以上判定 ‥ 創業間もないため、年間分

ではなく数か月分だけの申告となった場合、申告書

の事業収入を創業月数で割った平均月額が１０万円 

以上でも対象です。  

2） 直近の事業年度の申告書で
事業収入が年間120万円以上 

3） 他人の土地・建物を自ら営む 
事業のために直接占有し、使用 
・収益していることの対価として 
の賃料支払い 

 

次の全て
．．
に
．
該当
．．
すること 

最大 １５万円 給付‼ 
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2 支 給 対 象 者      

 

 
 

3 支給対象家賃  

 

１）市内に所在する土地・建物であること。 

２）自ら締結した賃貸借契約に基づき、現在も有効な契約関係のもと使用していること。 

３）税務申告で経費（ 地代家賃等 ）として計上されていること（ 直近の申告以降の契約

分は計上予定のもの ）。 

４）転貸し（ 又貸し ）を目的とした契約でないこと。  

５）自らの事業以外の用途として兼用されていないこと。 

６）契約期間の開始期が令和2年12月31日以前であること。  

 
 

4 支 給 額 等 

 
  1事業者当たり、家賃月額（ 消費税含む ）の３分の２の額（ 月額上限５万円 ）を３か月  

相当分（ 給付上限１５万円 ）支給します（ 千円未満切捨て ）。 

 

       いずれにも 「 該当す
．．．

る
．

 」 こと  〇 

 １）納期の到来した市税（国民健康保険税を含む。）に滞納がない者 

２）市内に主たる事業所又は店舗を有する法人(※本店登記地)若しくは個人 

３）今後も引き続き市内で事業を継続する意思がある者 

４）大洲市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない者 

                  いずれにも 「 該当しない
．．．．．

 」 こと  × 

 １）国又は法人税法別表第一に規定する公共法人 

２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する
｢性風俗関連特殊営業｣又は当該営業に係る｢接客業務受託営業｣を行う事業者 

３）政治団体、宗教上の組織若しくは団体 

４）大企業者、みなし大企業 

５）国家公務員及び地方公務員の一般職 

６）その他市長が適当でないと認める者 

医療法人、農業法人、ＮＰＯ法人等も含む 

事業活動に継続して使用する物件で、次の全
てに該当すること 

支給は１回を限度（令和３年３月末までに
受給分は除く） 

対象外要件 

対 象 要 件 
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5 支 給 申 請 等 

 
１）申請書類 

 
① 支給申請書（ 様式第１号 ） 

 
② 添 付 資 料    

 

２）申請期間  

 令和３年４月１５日(木)から令和３年８月３１日(火)まで（ 当日消印有効 ） 

※土日祝を除く 
 

３）申請方法  

 原則、郵送のみ
．．．．

  
 

４）郵 送 先 ／ 問い合わせ先   

・〒７９５-８６０１ 大洲市大洲６９０-１  

大洲市役所 商工産業課内 

大洲市中小企業等家賃支援給付金 担当係 
 

・℡０８９３‐５７‐９９９２（ 直通 ） 

９:００～１６:００  ※土日祝日を除く 

  

区分 個人事業主の方 法人の方 

申請者 
確  認 

□本人確認書類(運転免許証など顔写真付)の写し 
  

顔写真がない場合は、公的機関発行の証明書類 

(国民健康保険証など)を2点コピー 

― 

売  上 
減  少 
確  認 

前年売上 
 

※ 申告書等は影響月
の属する事業年度の
直近の事業年度もの 

 
（真正性の確認がで
きるもの/税務署収 
受印など) 

青色申告 
の方 

白色申告 
の方 

□｢確定申告書｣別表
一の写し 

 
□｢法人事業概況説明

書｣おもて･うら面
の写し  

□｢確定申告書｣第一表の写し 

□｢所得税青色申告
決算書｣1・2ページ
の写し 

－ 

今年売上 □影響月の事業収入が分かるもの(売上台帳等)の写し 

家  賃 
確  認 

□賃貸借契約書の写し 

振込先 
確 認 

□申請者名義の｢預金通帳のおもて面｣と｢通帳を１枚開いたページ｣の写し 

申請書は、市ホームページからダウンロード可 

本庁又は各支所、商工会議所、商工会でも入手可  


